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企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要 参考事項

（株）仲心 広島県福山市 R7.2.4
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条

作業場内に、労働者が使用するための
安全な通路を設けていなかったもの

R7.2.4送検

ウエスギ（株） 広島県福山市 R7.5.13 最低賃金法第４条
労働者21名に、２か月分の定期賃金約
540万円を支払わなかったもの

R7.5.13送検

（株）新谷
広島県広島市安
佐南区

R7.6.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第123条

木材加工用丸のこ盤に歯の接触予防装
置を設けず、木材加工作業を行わせた
もの

R7.6.2送検

（有）安田精米　広島営業所
広島県安芸郡海
田町

R7.9.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の３

フォークリフトを用いて作業を行う
際、あらかじめ作業計画を定めていな
かったもの

R7.9.2送検

個人事業主 広島県庄原市 R7.10.7 最低賃金法第４条
労働者１名に、約２か月分の定期賃金
約84万円を支払わなかったもの

R7.10.7送検

（株）スマート
広島県広島市中
区

R7.10.20
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条

足場を設けるときに、架空電路との接
触防止措置を講じることなく関係請負
人の労働者に作業を行わせたもの

R7.10.20送検

山﨑工業（株）
広島県広島市佐
伯区

R7.10.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第570条

足場を設けるときに、架空電路との接
触防止措置を講じることなく労働者に
作業を行わせたもの

R7.10.20送検

個人事業主 広島県三次市 R7.12.9
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

伐木の作業を行うにあたり、退避する
場所をあらかじめ選定させなかったも
の

R7.12.9送検

（株）広島環境
広島県世羅郡世
羅町

R8.1.8
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の掃除等を行う際、機械の運転を
停止しなかったもの

R8.1.8送検

（株）トータルクリーニング
イロヨシ

広島県広島市安
佐北区

R8.1.21 労働基準法第36条
労働者１名に、月100時間以上の違法な
時間外・休日労働を行わせたもの

R8.1.21送検

　　　　　　　　　　　　　　　労働基準関係法令違反に係る公表事案                  　　　　　    


